
本格的な洪水期に備えて、4月12日から2５日までの期間中に、管内の88箇所の樋門・樋管を、

事務所の職員と水門等水位観測員(施設を操作する人)が一緒に点検を行いました。

ゲートや機械の動作状況、水路の状況などを点検し設備の機能・

動作に問題がないことを確認しました。

4月1９日(金)、河川の利用者が増える大型連休を前

に、河川管理者と施設管理者、安全管理者(警察・消

防）、河川利用者等で組織する置賜地域河川等安全

利用連絡会のメンバーが、高畠町糠野目と米沢市窪

田の水辺の楽校において、施設が安全に利用できる

かを点検しました。点検の結果、大きな異常はありま

せんでした。

国土交通省東北地方整備局山形河川国道事務所ホームページでお知らせの通り、置賜地域に
おける河川事業を流域一帯で連携して「流域治水」を推進するため、置賜流域治水出張所を新
設しました。
令和6年度より南陽出張所は「置賜流域治水出張所 南陽庁舎」に名称変更になりました。

業務内容や住所及び電話番号等は変わりませんが、今後変更が生じた場合は再度お知らせします。

天王川排水樋管 津久茂排水樋管 梨郷第2排水樋管

窪田水辺の楽校

異常なし

名称変更のお知らせ


